
  

一 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第１８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例 
 

 
 

 
 

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

一 

○ 

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
 

 
 

 
 

二 

 
 

告 
 

示 

○ 

簡
易
水
道
施
設
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

規

則 

 

千
葉
県
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

千
葉
県
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則

平
成
四
年
千
葉
県
規
則
第
四
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

 

 

第
十
条
中

書
類

を

書
面
又
は
電
磁
的
記
録

電
子
的
方
式

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う

以
下
同
じ

に
改
め

同

条
第
二
号
中

集
計
表
並
び
に

を
削
り

磁
気
テ

プ

を

電
磁
的
記
録

に
改
め

同
条
第
三

号
中

結
果
表

の
下
に

を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

を
加
え
る

 

 

別
表
中
第
四
号
を
削
り

第
五
号
を
第
四
号
と
し

第
六
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ

第
二
十
六
号
を
削
り

第
二
十
七
号
を
第
二
十
五
号
と
し

第
二
十
八
号
を
第
二
十
六
号
と
す

る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
し

改
正
後
の
千
葉
県
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
規
則
の
規
定

は

同
日
以
後
最
初
に
到
来
す
る
調
査
期
日

同
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
調
査
期
日
を
い
う

に
係

る
千
葉
県
工
業
生
産
動
態
統
計
調
査
か
ら
適
用
す
る

 

  

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則

昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

 

 

第
十
二
条
第
一
号
ハ 

中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に

第
四
十
条

を

第
六
十
六
条

に
改
め
る

 

 

第
十
六
条
第
一
号
ニ
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に

第
四
十
条

を

第
六
十
六
条

に
改
め

同
号
ホ
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め

同
条
第
十
号
ト
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め

同
条
第
十
二
号
イ
中

第
六
十
三
条
第
一
号

を

第
六
十
三
条
第
一

項
第
一
号

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

第
十
六
条
第
十
二
号
イ
の
改
正
規
定

は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
九
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
別
表
第
四
第
三
号
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め

る

 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

29

日 

号 
 

外 
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二 

千 葉 県 報 号外第１８号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 
 

 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
千
葉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 
千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
八

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
二
第
二
号
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め

る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
八
号

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
千
葉
県
立
船
橋
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
の
項
金
属
加
工
科
の
目
中

六
箇
月

を

一
年

に

一

〇
人

を

一
二
人

に
改
め

同
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
千
葉
県
立
我
孫
子
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
の
項
機
械
系
Ｎ
Ｃ
機
械
加
工
科
の
目
を
削
り

同
項
造
園
科

の
目
中

一
一
人

を

一
〇
人

に
改
め

同
表
千
葉
県
立
旭
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
の
項
機
械
系
Ｎ
Ｃ
機

械
加
工
科
の
目
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

告

示 

 

簡
易
水
道
施
設
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号 

 
 

 

簡
易
水
道
施
設
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

簡
易
水
道
施
設
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
百
四
十
八
号

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
中

工
事
費

用
地
費

工
事
雑
費
及
び
諸
経
費

を

本
工
事
費

附
帯
工
事
費

用
地
費

及
び
補
償
費

調
査
費

機
械
器
具
費

営
繕
費

工
事
雑
費
並
び
に
事
務
費

に
改
め
る

 

 

第
四
条
た
だ
し
書
中

当
該
補
助
事
業
に
係
る
経
費
の
額
の
十
パ

セ
ン
ト
以
内
で
あ
る

を

次
の

各
号
に
掲
げ
る

に
改
め

同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る

 

 

一 

本
工
事
費

附
帯
工
事
費

用
地
費
及
び
補
償
費

調
査
費

機
械
器
具
費

営
繕
費
又
は
工
事

雑
費

以
下

本
工
事
費
等

と
い
う

か
ら
事
務
費
へ
流
用
す
る
場
合
に
お
い
て

本
工
事
費

等
の
額
の
そ
れ
ぞ
れ
二
十
パ

セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
と
き

 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て

本
工
事
費
等
の
額
の
そ
れ
ぞ
れ
三
十
パ

セ
ン
ト

以
内
で
あ
る
と
き

 

 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

 

を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

公
示
の
日
か
ら
施
行
し

改
正
後
の
簡
易
水
道
施
設
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定

は

令
和
五
年
度
の
予
算
に
係
る
補
助
金
か
ら
適
用
す
る

 

  

千
葉
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
号 

 
 

 

千
葉
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
千
葉
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
要
綱

昭
和
四
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
三
条
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し

第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

第
九

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

十 

経
営
者
保
証
非
提
供
補
助
活
用
資
金 

 

第
六
条
中

及
び
事
業
承
継
資
金

を

事
業
承
継
資
金
及
び
経
営
者
保
証
非
提
供
補
助
活
用
資

金

に
改
め
る

 

 

に
改
め
る

 

第
二
種
情
報
処
理

系
シ
ス
テ
ム
設
計

科 

普 

通 

課 

程 

二 
 

年 

二
〇
人 

第
二
種
情
報
処
理

系
シ
ス
テ
ム
設
計

科 

普 

通 

課 

程 

二 
 

年 

二
〇
人 

電
気
・
電
子
系
Ｉ

ｏ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
科 

普 

通 

課 

程 

二 
 

年 

一
〇
人 

 

を 

印
 



  

三 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第１８号 
 

第
八
条
中

小
規
模
事
業
資
金

の
下
に

又
は
経
営
者
保
証
非
提
供
補
助
活
用
資
金

を
加
え
る

 

 
第
九
条
第
二
項
中

及
び
感
染
症
・
物
価
高
等
対
応
伴
走
支
援
資
金

を

感
染
症
・
物
価
高
等
対

応
伴
走
支
援
資
金
及
び
経
営
者
保
証
非
提
供
補
助
活
用
資
金

に
改
め
る

 

 

附
則
第
九
項
及
び
第
十
三
項
中

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

を

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

に
改

め
る

 

 

附
則
第
十
五
項
中

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

を

令
和
六
年
六
月
三
十
日

に
改
め
る

 

 

別
表
事
業
承
継
資
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

経
営
者
保

証
非
提
供

補
助
活
用

資
金 

法
第
二
条

第
五
項
第

四
号
又
は

第
五
号
の

規
定
に
よ

る
認
定
を

受
け
た
中

小
企
業
者

等
で
あ
つ

て

中
小

企
業
信
用

保
険
法
施

行

規

則

昭
和
三

十
七
年
通

商
産
業
省

令
第
十
四

号

第
四

条
の
二
第

五
号
に
該

当
し

か

つ

経
営

の
安
定
に

支
障
を
生

じ
て
い
る

も
の 

設
備
資

金
又
は

運
転
資

金

設

備
資
金

及
び
運

転
資
金

を
併
用

す
る
場

合
を
含

む

 

一
中
小

企
業
者

等
八
千

万
円
以

内 

割
賦
償
還

の
場
合
に

あ
つ
て
は

十
年
以
内

と
し

一

括
償
還
の

場

合

に 
あ
つ
て
は

一
年
以
内

と
す
る

 

融
資
期
間
が

三
年
以
内
の

も
の
年
一
・

〇
パ

セ
ン

ト
以
内

三

年
を
超
え
五

年
以
内
の
も

の
年
一
・
〇

パ

セ
ン
ト

以
内

五
年

を
超
え
七
年

以
内
の
も
の

年

一

・

二

パ

セ
ン
ト

以
内

七
年

を
超
え
る
も

の
年
一
・
四

パ

セ
ン
ト

以
内 

割
賦
償

還

一

年
以
内

の
据
置

期
間
を

置
く
こ

と
が
で

きる又
は
一

括
償
還 

経
営
安

定
関
連

保
証
を

付
す
る

も
の
と

す
る

 

 

中
小
企
業

者

等

で 

あ
つ
て

 

設
備
資

金
又
は

運
転
資 

一
中
小

企
業
者

等
八
千 

割
賦
償
還

の
場
合
に

あ
つ
て
は 

融
資
期
間
が

三
年
以
内
の

も
の
年
一
・ 

割
賦
償

還

一

年
以
内 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
小
企
業

信
用
保
険

法
施
行
規

則
第
四
条

の
二
第
五

号
に
該
当

し

か

つ

事
業

資
金
の
調

達
に
困
難

を
来
し
て

い
る
も
の 

金

設

備
資
金

及
び
運

転
資
金

を
併
用

す
る
場

合
を
含

む

 

万
円
以

内 

十
年
以
内

と
し

一

括
償
還
の

場

合

に 

あ
つ
て
は

一
年
以
内

と
す
る

 

一
パ

セ
ン

ト
以
内

三

年
を
超
え
五

年
以
内
の
も

の
年
一
・
三

パ

セ
ン
ト

以
内

五
年

を
超
え
七
年

以
内
の
も
の

年

一

・

五

パ

セ
ン
ト

以
内

七
年

を
超
え
る
も

の
年
一
・
七

パ

セ
ン
ト

以
内 

の
据
置

期
間
を

置
く
こ

と
が
で

きる又
は
一

括
償
還 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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市
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一
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県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
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三

二
二
三

二
六
五
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